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向日市地域活性化会議 第１回会議 開催結果

○日 時

平成２０年１０月２０日（月曜日） 午後７時から９時まで

○場 所

福祉会館 大会議室

○出席者

（委 員）

・有馬フミ子委員

・家原良一委員

・岩口一房委員

・岡本光三委員

・小森健護委員

・佐野とし子委員

・髙嶋正晴委員

・高間芳和委員

・瀧山裕介委員

・田中みちゑ委員

・戸村聡里委員

・永井誠一委員

・永井 守委員

・能勢美代子委員

・長谷川文造委員

・藤本圭司委員

・布施 孝委員

・松井恒夫委員

・峯森 章委員

・森久利香委員

・山口 武委員

・吉田友彦委員

・和田良次委員
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（事務局）

・岸 道雄建設産業部長

・大野勘一郎建設産業部次長兼道路整備課長

・清水広行産業振興課長

・坂野 裕産業振興課課長補佐兼商工観光係長

・高岸和弘産業振興課商工観光係主査

・宮崎仁美産業振興課商工観光係主査

○主な内容

１．市長挨拶

２．委嘱状交付

３．委員紹介

４．地域活性化会議について

５．委員長、副委員長選出（会議設置要綱第５条により）

委員長：髙嶋正晴委員、副委員長：吉田友彦委員就任

６．会議の公開について

７．今後のスケジュールについて

８．資料について

９．意見交換

○会議の概要

・互選により、委員長に髙嶋正晴委員、副委員長に吉田友彦委員が就任した。

・本会議は原則公開とし、会議内容は、ホームぺージ等で公開することとした。

・市が作成した「地域活性化基本方針」をもとに商工業の活性化方策について検討を

行うこととした。

・平成２２年３月に策定予定の「改訂商業振興ビジョン」及び「産業戦略プラン」に

意見等を反映させるため、平成２１年１１月頃までに市長に対して「提言書」を提

出することとした。

・会議の開催回数は概ね１０回程度とし、平成２１年４月から６月までは商業及び工

業の部会による会議を３回程度行うこととした。

○主な意見（自由意見）

・地域活性化に王道なし。

・商業と工業の連携と意見の集約を図り、地域の活力を持続あるものとしなければ地

域の活性化にならない。

・工業の振興を考えるのであれば、市内の中だけを見ていてはだめ。周辺の競合地域
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やライバルとなる市も視野に入れるべきだ。

・地理的に見ると市は、洛西ニュータウンと一体的な感じがする。共同の取り組みで

何か実施している事業はあるのか （事務局：実施事業はない。今後検討したい）。

・行政マンのスタンダード（可もなく不可もなく）のまちづくりではだめ、本気で魅

力あるものを創造することが大事 （例：徳島県上勝町の葉っぱビジネス）。

・竹の子や竹林など市の資産やブランドをもっと生かすべきだ。

・魅力あるまちとするためには、例えば、放置竹林を市民ボランティアや定年退職者

等で整備を行うというような、市民ぐるみで何かを行う仕組みづくりが必要。

・女性や高齢者ががんばっているところは、元気のあるまちが多い。また、高齢化社

会への対応も必要。

・地域の活性化について 「農業」の視点がないように思う。中小企業者と農業者の、

連携や地産地消を産業に取り込む考え方もある。

・良質の竹の子の産地であるが、担い手不足という側面もあり、放置竹林が増加して

おり、その対策が必要である。



向日市告示第８８号

向日市地域活性化会議設置要綱を次のように定めます。

平成２０年１０月 １日

向日市長 久 嶋 務

向日市地域活性化会議設置要綱

（設置）

第１条 本市地域経済の活性化に向け、地域産業のあり方及び産業振興の具体的な方策

を検討するため、向日市地域活性化会議（以下「活性化会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 活性化会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 産業振興に関する調査及び研究に関すること。

(2) 商業振興ビジョンに関すること。

(3) 産業戦略プランに関すること。

(4) その他産業振興に関すること。

（組織）

第３条 活性化会議は、25人以内の委員をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 商業関係者

(3) 工業関係者

(4) 農業関係者

(5) 金融関係者

(6) 市民公益活動団体関係者

(7) 一般公募により選任された者

(8) 行政関係者

(9) その他市長が適当と認める者



（任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 活性化会議に、委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は、活性化会議を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代行する。

（会議）

第６条 活性化会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明

を聴くことができる。

（部会）

第７条 委員長は、活性化会議の所掌事務のうち専門的な事項を所掌させるため、必要

に応じて活性化会議に部会を設置することができる。

（庶務）

第８条 活性化会議の庶務は、建設産業部産業振興課において処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、活性化会議の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成 20年 10 月 20 日から施行する。



(号別・５０音順）

委員（号） 氏 名 所 属 等 備 考

第１号 た か し ま ま さ は る 立命館大学 産業社会学部

（学識経験者） 髙 嶋 正 晴 准教授

第１号 よ し だ と も ひ こ 立命館大学 政策科学部

（学識経験者） 吉 田 友 彦 准教授

第１号 ふ じ も と け い じ （社）京都経済同友会

（学識経験者） 藤 本 圭 司 常任幹事 事務局長

第２号 こ も り け ん ご 魚久・前向日市商店会 会長

（商業関係者） 小 森 健 護 向日市商工会 理事

第２号 た な か み ち え 向日市商工会 理事・女性部長

（商業関係者） 田 中 み ち ゑ 向陽サイクル

第２号 と む ら あ き の り 設計事務所アトリエボンド

（商業関係者） 戸 村 聡 里 建築デザイナー

第２号 な が い せ い い ち

（商業関係者） 永 井 誠 一

第２号 ふ せ た か し ㈱神崎屋

（商業関係者） 布 施 孝 代表取締役社長

第３号 あ り ま ふ み こ 有馬義化研㈱代表取締役

（工業関係者） 有 馬 フ ミ 子 向日市商工会 理事

第３号 い え は ら よ し か ず 丸正倉庫㈱

（工業関係者） 家 原 良 一 代表取締役社長

第３号 い わ ぐ ち か ず ふ さ ナカライテスク㈱京都工場

（工業関係者） 岩 口 一 房 生産管理部長

第３号 お か も と み つ ぞ う ㈱大日本科研代表取締役

（工業関係者） 岡 本 光 三 向日市商工会 理事

第３号 な が い ま も る

（工業関係者） 永 井 守

第３号 み ね も り あ き ら 日東薬品工業㈱業務管理本部

（工業関係者） 峯 森 章 取締役本部長

第４号 は せ が わ ぶ ん ぞ う

（農業関係者） 長 谷 川 文 造

第４号 や ま ぐ ち た け し

（農業関係者） 山 口 武

第５号 た か ま よ し か ず 向日市金融会 会長

（金融関係者） 高 間 芳 和 京都銀行向日町支店 支店長

第６号 さ の と し こ 向日市社協ボランティア連絡会

（市民公益活動団体関係） 佐 野 と し 子 会長

第７号 の せ み よ こ

（一般公募） 能 勢 美 代 子

第７号 ま つ い つ ね お

（一般公募） 松 井 恒 夫

第７号 も り ひ さ り か

（一般公募） 森 久 利 香

第８号 た き や ま ゆ う す け 京都府商工労働観光部

（行政関係） 瀧 山 裕 介 産業労働総務課 参事

第８号 わ だ よ し つ ぐ

（行政関係） 和 田 良 次

向日市地域活性化会議委員名簿

1 委員長

2 副委員長

3

4

5

6

7 上幸商店

8

9

10

11

12

13 ナガイ理工

16 向日市農業委員会 会長

14

15 長谷川農園直販所

19 寺戸町在住

17

18

21 寺戸町在住

20 鶏冠井町在住

22

23 向日市副市長


